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１．操作手順

◆自社請負工事全ての中間前金払請求状況を確認できるようになりました。

実際に操作した場合、画面イメージが掲載内容と異なる場合があります

① 「MENU」をクリックする。

② 事業・案件の情報の「中間前金払請求状況」をクリックする。
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①

②



状況欄に「中間前金払が請求できます。」と
表示されている工事が、中間前金払の請求ができます。
状況欄に「中間前金払が請求できます。」と
表示されている工事が、中間前金払の請求ができます。

１．操作手順

◆自社請負工事全ての中間前金払請求状況を確認できるようになりました。

実際に操作した場合、画面イメージが掲載内容と異なる場合があります
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中間前金払請求状況一覧画面の「状況」欄の表示内容は、以下のとおりです。

 請求条件が整っていません。
この工事は、請求条件が整っていないため、中間前金払を請求できません。

 請求条件が整っていません。（工事工程 ○○○○年○○月末現在）
○○○○年○○月末時点で、この工事は請求条件が整っていないため、
中間前金払を請求できません。

 中間前金払が請求できます。
この工事は中間前金払を請求できます。
履行報告書を認定請求書に添付して提出してください。

 中間前金払請求中です。
この工事は中間前金払を請求中で、認定請求書が提出されています。

 中間前金払取得済です。
この工事は中間前金払を取得されています。
中間前金払支払額も表示されます。

 工事終了です。
この工事は完了しています。

２．状況の説明



３．（参考）ユーザIDの取得方法
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◆この機能はぐんま電子納品システムのユーザＩＤをお持ちの受注者の方にご利用頂けます。

この欄に、氏名等の必要事項を記入してくださいこの欄に、氏名等の必要事項を記入してください

◆新規申込の場合

利用申込書の「■ 【契約者】請負者情報」に、この機能を利用されたい方を
記入してお申し込みください

◆変更申込の場合（この機能を利用したい方を追加する場合）

請負者情報変更申込書に、この機能を利用されたい方と、工事名等の必要
事項を記入して、ヘルプデスク宛（cals-hd-gunma@mlsig.jp.nec.com）に
メールで送付してください
請負者情報変更申込書は、ぐんま電子納品システムのポータルサイト
（https://www.neo-calsec.com/portal/gunma/pages/change.html）
からダウンロードできます

※現場代理人及び主任（監理）技術者以外の方で、この機能を利用したい方は、
閲覧者（受注者）を選択して下さい

mailto:cals-hd-gunma@mlsig.jp.nec.com
https://www.neo-calsec.com/portal/gunma/pages/change.html


４．お問合せ窓口
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中間前金払の制度や手続きに関するお問合せ

群馬県 県土整備部 建設企画課電子システム係
TEL 027-226-3539
E-mail e-nohin@pref.gunma.lg.jp

システムの操作等に関するお問合せ

ぐんま電子納品システムヘルプデスク
TEL 050-8893-8268

受付時間：平日 9:00～17:00※12:00～13:00を除く

E-mail cals-hd-gunma@mlsig.jp.nec.com
受付時間 24時間受付（回答9:00～17:00）

令和7年2月より、電話番号が変更になりました。
おかけ間違いのない様、ご注意ください。

mailto:e-nohin@pref.gunma.lg.jp
mailto:cals-hd-gunma@mlsig.jp.nec.com

